
○現況比較 

農業委員会委員 

 小田原市 南足柄市 

定  数 

○法定上限数              １９人 

○現行委員定数            １９人 

○現在委員数              １９人 

○法定上限数              １４人 

○現行委員定数              ７人 

○現在委員数                ７人 

任  期 
３年 

（平成２８年９月２５日～平成３１年９月２４日）  

３年 

（平成２８年１０月１日～平成３１年９月３０日）  

報  酬 

（月額）  

○会長            ４８，７００円 

○会長職務代理者  ４０，９００円 

○委員            ３３，２００円 

○会長            ４２，５００円 

○会長職務代理者  ３５，８００円 

○委員            ３０，３００円 

面  積 
○区域面積        １１，３８１㏊ 

○農地面積          ２，４６５㏊ 

○区域面積          ７，７１２㏊ 

○農地面積              ９２８㏊ 

基準農

業者数 

１，９８７世帯 

（２０１５農林業センサス） 

１，０２４世帯 

（２０１５農林業センサス） 

 

農地利用最適化推進委員 

 小田原市 南足柄市 

定  数 

○法定上限数              ２５人 

○現行委員定数            １４人 

○現在委員数              １４人 

○法定上限数              １０人 

○現行委員定数              ８人 

○現在委員数                ８人 

任  期 委嘱後、農業委員会委員の任期満了の日まで  委嘱後、農業委員会委員の任期満了の日まで  

報  酬 

（月額）  
３３，２００円 ３０，３００円 

 

○合併時（特例措置期間）の市の状況 

 農業委員会委員 農地利用最適化推進委員 

定  数 ２６人（法定上限数  ２６人） ２２人（法定上限数  ２２人） 

任  期 
廃置分合日から小田原市の農業委員会

委員の任期満了の日まで 

廃置分合日から小田原市の農業委員会

委員の任期満了の日まで 

報  酬 

（月額）  

○会長            ４８，７００円 

○会長職務代理者  ４０，９００円 

○委員            ３３，２００円 

３３，２００円 

 

○特例措置期間後の状況 

 農業委員会委員 農地利用最適化推進委員 

定  数 １９人（法定上限数  １９人） ２９人（法定上限数  ３４人） 

任  期 ３年 委嘱後、農業委員会委員の任期満了の日まで  

報  酬 

（月額）  

○会長            ４８，７００円 

○会長職務代理者  ４０，９００円 

○委員            ３３，２００円 

３３，２００円 

 

（協議第１８号関係  農業委員会委員の定数及び任期の取扱いについて） 参考資料 


